
 

 

 

 

 

 

施 設 案 内 

養護老人ホーム 

魚 沼 荘 

社会福祉法人 南魚沼市社会福祉協議会 

養護老人ホーム 魚 沼 荘 

〒949-7112 新潟県南魚沼市長森１００８番地 

    電 話 ０２５－７７５－２０２２ 

    ＦＡＸ ０２５－７７５－３４８５ 

    E-mail uonumasou@mu-shakyo.or.jp 

庄ノ又 四十日新道 

六日町 IC 

国道 17 号 小出→ 

←湯沢 

魚 野 川 

銭渕公園 

下原 麓 

上原 

 
魚沼荘 

①JR 上越線六日町駅下車・・・タクシーで１５分 

            ・・・バス（山口・八海山行き）上原十字路停留所で下車、徒歩 10 分 

②JR 上越線五日町駅下車・・・タクシーで１０分 

五日町駅 

ア ク セ ス 

国道291号 

六日町駅 

交  通 

宇田沢川 

●施設概要 

敷    地 13,189.67 平方メートル 中庭、畑あり 

建    物 〔東棟・西棟〕鉄筋コンクリート造 〔中央棟〕鉄骨造 

階    数 地下 1 階、地上 2 階建 

設    備 食堂（ステージあり）／集会室／面談室／大・中・小浴場 

       洗濯場・乾燥室／冷暖房設備、エレベーター 

定    員 ７０人 

居    室 ７０室（ベッド、クローゼット備付） 

協力医療機関 南魚沼市民病院 

◆不明な点等ありましたら、下記までお気軽にお尋ねください。 

 ・南魚沼市介護高齢課長寿いきいき係 （電話 025-773-6675） 

 ・養護老人ホーム魚沼荘       （電話 025-775-2022） 



 

 

 

 

 魚沼荘について 

●養護老人ホーム魚沼荘はどんな方が入所するのですか？ 

  養護老人ホームは、現在の住環境では生活が困難で経済的にも困窮する 65 歳以上 

 の高齢者が市の措置によって入所する施設です。 

●一日の流れ 

  標準的な日課は 

自由時間を基調と 

したものです。 

 

 

 

●クラブ活動 

  入所者の希望に応じて参加でき、毎日の生活の活力となっています。 

  ・民踊クラブ  ・書道クラブ  ・音楽クラブ  ・工作クラブ 

  ・籠作りクラブ ・レククラブ（貼り絵、体操）  ・カラオケクラブ 

●施設の紹介 

居 室 食 堂 集会室 

完全個室でプライバシーに

配慮した、快適な居住空間

が確保されています。 

毎日の食事を皆さん一緒に

召し上がっていただていま

す。 

クラブ活動やお茶会、その

他様々な作業を行っていま

す。 

●主な年間行事 

1 月   さいの神 7 月  地域合同夜間避難訓練 

2 月   節分 8 月   夏祭り、夏の法要 

3 月   彼岸法要 9 月   彼岸法要 

4 月   観桜会 10 月   敬老会、定期健康診断 

5 月   定期健康診断 11 月   文化祭 

6 月   運動会 12 月   忘年会 

＊その他毎月の誕生会・外出支援などを行っています  

 

 

入所の相談や手続きはどうすればいいのですか？ 

よくある質問 

本人の前年の収入（公的年金等）から必要経費（租税・医療費・社会保険料等）を控

除した金額により月額費用を算出し、措置権者である市に納付します（本人の収入以

上の費用負担とならない設定になっています）。本人とは別に扶養義務者にも課税状況

等により月額の費用負担が生じる場合があります。詳細は市介護高齢課にお尋ねくだ

さい。 

Ｑ 病院受診はどうなっていますか？ 

Ａ 内科医と精神科医の往診が定期的にあります。症状により病院で受診していただきます。 

Ｑ 足腰が悪いのでベッドを使いたいのですが。 

Ａ 全室個室であらかじめベッドが設置されています。 

Ｑ 面会時間は決まっていますか。 

Ａ 決まっていませんが、消灯から起床時間までの間と食事時間はご遠慮ください。 

Ｑ 外出・外泊はできますか。 

Ａ 外出・外泊は自由にできますが、事前に行き先と連絡先を申し出てください。 

Ｑ 食事内容はどうなっていますか。 

Ａ 高齢者の嗜好に合った栄養に配慮した献立を用意し、食堂で一緒にいただきます。 

Ｑ 売店はありますか。 

Ａ 毎週１回（金曜日）出張販売の売店で食料品、日用品等の買い物ができます。 

Ｑ 施設を見学したいのですが。 

Ａ 市介護高齢課又は魚沼荘にご連絡いただければ日程等調整のうえ、ご案内いたします。 

 

市役所介護高齢課窓口、地域包括支援センター、民生委員などに

相談してください。 

医師等の老人福祉の専門家からなる委員会において、本人への調

査及び医師の診断書等に基づき、入所措置の要否を判定します。 
③ 入所判定委員会 

本人の生活実態と入所に対する意思及び扶養義務者の養護の状

況等の調査を経て、市介護高齢課窓口で行います。 

市が入所判定委員会の判定結果により、入所を決定します。 ④ 決定 

② 調査・入所申込 

① 入所相談 

時  間 内  容 備  考 

6：00～ 起 床  

7：30～8：00 朝 食  

 9：00～9：10 健 康 体 操  ラジオ体操 

 9：30～12：00 自 由 時 間  クラブ活動 

12：00～12：30 昼 食  

13：00～15：30 一般・介助入浴  月・金 

18：00～18：30 夕 食  

18：30～21：00 自 由 時 間  

21：00～ 消 灯 ・ 就 寝  

 
●入所費用はいくらかかりますか？ 


